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Ⅰ．手続実施基本契約の締結状況 

2025年9月末現在、金融庁公表ベースの貸金業者

における手続実施基本契約の締結状況につきまし

ては、1,467 者が締結済みで契約率は 99.7％です。 

 

 

Ⅱ．相談・苦情・紛争の受付状況（2025 年度上半期） 

１.相談受付状況 

「一般相談」では、前年度上期に比べ 218 件減少しましたが、そのうち「業者等の連絡先」に関する相談は 33

件増加しました。「多重債務関連相談」では、前年度上期に比べ 119 件減少しましたが、そのうち「返済困難」

に関する相談は 22件増加しました。 

「誤認電話」を含めた全体では、前年度上期に比べ 1,180 件減少しましたが、9,582 件の相談があり、「貸付自

粛制度」に関する問い合わせ等が最も多い 2,362 件でした。 

 

   （単位：者） 

  財務局 都道府県 合計 

登録業者数 250 1,221 1,471 

締結数 250 1,217 1,467 

※廃業時期等により、登録業者数と締結数に差異が生じる事があります。 
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２．苦情処理手続受付状況 

2025 年度上半期の苦情処理手続受付は 23 件で、前年度上半期比 8件減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.主な苦情処理手続事例 

※申立人のプライバシー保護の観点から、実際の事案の本質を損なわない範囲で編集しています。 

類型 事務処理 

申立内容 

相続人からの申立。 

被相続人の父が、Ａ社（以下、相手方）含め３社より不動産担保融資を受けていた。 

その後、返済困難となり特定調停を申立て、決定した和解条項通りに返済を行い完済した。 

父の逝去後、３社の根抵当権があることが判明、特定調停記録は見当たらなかった。 

３社に事情を説明したところ、相手方以外の２社は根抵当権の抹消に応じてくれたが、 

相手方のみ、10 年以上経過しており取引履歴の保管が無く、相談記録に貸倒償却額の記載

があるため残債務がありと言われ、根抵当権抹消に応じてもらえない。 

残債務があり根抵当権の抹消ができないといわれたことに納得できない。 

処理結果 

【相手方の回答】 

相談記録に記載された貸倒償却額を見て、残債権があると誤認し案内した。 

仮に残債権があったとしても、既に時効のため時効の援用をしてもらえば、根抵当権抹消に

応じる。但し、根抵当権の抹消手続きに関する費用は申立人のご負担が必要との回答。 

 

【申立人に回答】 

相手方の回答とともに、抹消手続きのみ実費が必要であることを回答。 

早速手続きしてみるとのことで、苦情対応終了の了承を得た。 

 

 

※請求業務 → 債権回収業務における不満 

※事務処理 → 顧客の要請に基づく対応や各種業務の説明内容への不満 

※個人情報 → 個人信用情報の登録、登録内容などへの不満 

※契約内容 → 契約・約款に従った業者の説明や対応への不満 

※融資関連 → 審査結果、審査手続・対応等への不満 

※帳簿の開示 → 開示に関する不満 

※クレカ等不正使用 → クレジットカード等の不正使用に対する業者の対応への不満 
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類型 個人情報 

申立内容 

10 年ほど前に相手方の債務を含めて自己破産した。 

新たに住宅ローン審査のため JICC の信用情報を開示したところ相手方の情報が掲載されて

いた。 

司法書士から破産免責通知を発送し、電話で相手方に情報を削除するよう求めたが、現在も

情報が掲載され続けている（延滞解消、契約終了、完済日）の情報を抹消してほしい。 

処理結果 

【相手方の回答】 

申立人からJICCの信用情報を削除するよう依頼が有ったため、申出同日を「完済日」として

登録。それ以上の対応が必要とは考えていなかった。 

申出を受け、JICCに運用を確認し、10年前の破産確定日を完済日として再登録した。登録情

報も抹消されていると思われる。 

 

【申立人に回答】 

相手方の回答を伝え、対応了承。協会の対応を終了とした。 

 

類型 請求業務 

申立内容 

相手方から 15 万円を借入れたが、体調不良により返済が滞った。アルバイトを再開し返済

相談をしたが一括返済を求められ、以降１日に 10～20 回の電話や高圧的な留守電、SMS で

「任意整理は無駄」「差押えする」等の発言があり、父の携帯や母の職場にまで連絡があっ

た。 

弁護士に相談した結果、裁判を待つ方がよいと助言を受け、相談中であることを相手方へ伝

えている。他社２社とは分割返済で合意できているが、相手方には返済相談に応じてもらえ

ず精神的に苦痛を感じている。 

過剰な督促や家族・職場への連絡をやめ、１万円の分割返済で対応してほしいと改善を求め

る。 

処理結果 

【相手方の回答】 

長期延滞中の顧客で、過去には事実と異なる支払い困難理由の申し出や、着信拒否をされる

方である。 

連絡が取れなかったことから緊急連絡先である実家に連絡はしたが、請求をした訳では無

い。架電した際に申立人が出たがすぐ切れたので、リダイヤルをしたという記録は有るが、

回数は残っていなかった。複数回架けたのは事実であり、今後この様な事が無いよう社内で

徹底する。担当者を変更し、返済相談を受ける。 

 

【申立人に回答】  

着信拒否はしていないが、一時携帯電話の「お休みモード」をオンにしていた。今は電話に

出られる状態である。また、他の担当者より連絡がいくので、返済のことを相談するよう助

言。これをもって協会の対応を終了とした。 

 

４．紛争解決手続（ADR）受付状況 

2025 年度上半期の紛争解決手続（ADR）新規受付件数は、「契約内容」3件で、昨年度上半期と同数とな

りました。継続分と併せ 2025 年 9月現在、2件終了、3件進行中です。 
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Ⅲ．活動状況（本部貸金業相談・紛争解決センター） 

2025 年 4月～9月 

 

Ⅳ．お知らせ  

日本貸金業協会 公式Xのフォローをお願いします 

日本貸金業協会の公式Xでは、協会活動情報や金融トラブルの注意喚起情報などを随時発信しています。ぜ

ひフォローをお願いします。 

【アカウント概要】 

日本貸金業協会 （＠JFSA_official ） 

https://x.com/JFSA_official 

【ソーシャルメディア運用ポリシー】 

https://www.j-fsa.or.jp/info/sns/ 

【お問い合わせ先】 

業務企画部 広報課 電話03-5739-3013 

 

ADR負担金(令和6年10月～令和7年9月分)の納付期限です 

9月1日付で発行いたしましたADR負担金の納付期限は9月30日です。納付状況は逐次登録行政庁に報告

いたしますので、未納の場合は早急に納付をお願いいたします。 

※貸金業者は、『貸金業法第12条の2の2』に基づき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会とADR

の手続実施基本契約を締結する義務があります。また、『紛争解決等業務に関する規則第112条』によ

り、契約を締結した業者は『同細則第55条』に定める負担金額を一括して前払いにて納付しなければ

ならないと定められております。 

 

紛争受付課 
手続実施基本契約 
紛争解決手続きに関すること 

相談・苦情に関すること 
貸金業相談・ 

紛争解決センター 
03-5739-3861 

03-5739-3863 

《協会へのお問い合わせ先》   URL  https:/www.j-fsa.or.jp 

※本誌は、日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した加入貸金業者向けの季刊誌です。 


